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長崎県病院企業団  対馬地域新病院建設 

基 本 設 計 プ ロ ポ ー ザ ル 説 明 書 
 

１． 目的 
長崎県病院企業団は二次医療圏ごとに入院機能を集約化し、将来に亘り地域医療の基幹となる

病院を運営するため、病院の再編を進めています。 

また、「長崎県地域医療再生計画（離島圏域）」に基づき、長崎県対馬いづはら病院と長崎県中

対馬病院を統合した 「対馬地域新病院建設基本計画 」を策定いたしました。 

この基本計画は、「医療の確保と医療水準の向上、患者中心の医療、保健・福祉との連携、安全

管理の徹底、健全経営の確保、職員の意識の向上」を基本方針に掲げ、人口の減少と超高齢化社

会が著しい地域であることを考慮し、現２病院の合計病床数３３８床から６３床を削減した２７５床を

計画いたしました。 

更に、独居老人への生活支援や介護保険施設への入所待ち老人数の実態を鑑み、既存の長崎

県対馬いづはら病院の建物本体を福祉施設や介護保険施設等へ転換し、入所施設として有効活

用する計画が対馬市「高齢者福祉計画や介護保険事業計画」でも検討されています。 

    本業務は、「対馬地域新病院建設基本計画」に基づき、新病院の目指すべき医療、特に４疾病５

事業の充実と市民の多様なニーズに対応出来、かつ限られた敷地面積の中で効率的 ・機能的な

施設整備を推進するために公募型プロポーザル方式とし、広く提案を求めることにいたしました。 

 
２．業務の概要 
（1） 業務名 

       長崎県病院企業団 「対馬地域新病院建設 基本設計業務」  
（2） 業務内容 

       対馬地域新病院建設事業の建築基本設計業務 
（3） 履行期間 

       契約締結の日から平成２３年１０月３１日（月）までとします。 
（4） その他 

       詳細は、別紙「対馬地域新病院基本計画書（案）」によります。 
       ※基本構想書の部分のみ 
 
３．参加資格 
     本プロポーザルに参加する者（以下「参加者」 という。）の必要な資格は、次のとおりとします。 
（1）参加資格 
① 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の３第１項の規定により、日本国内において一級建

築士事務所登録簿に登録された者であること。 
② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 
③ 民事再生法の規定による再生手続き開始の申立て中、または再生手続き中でないこと。 
④ 会社更生法の規定による更生手続き開始の申立て中、または更生手続き中でないこと。 
⑤ 平成１２年４月１日以降、日本国内において、病院（延べ床面積１８，０００㎡以上又は２５０床以

上のものに限る。）にかかる新築工事、増築工事又は改築工事の基本設計及び実施設計業務並

びに施工監理業務の受託実績を有していること。（実績及び竣工を証する書類を添付） 
（2）参加不適格者 

   ① 対馬地域新病院設計候補者審査委員会（以下「審査委員会」という。）の委員 
② 審査委員会の委員が自ら主宰し、又は、役員若しくは顧問として関係する営利法人、その他営利

組織及び当該組織に所属する者。 
 
４．業務実施上の条件 
（1） 本業務の主たる分担業務分野は、建築分野とする。 
（2） 総括責任者（※１）及び主たる分担業務分野の担当主任技術者（※２）は、提出者の組織に所属し
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ていること。 
（3） 総括責任者は、一級建築士であること。 
（4） 総括責任者及び記載を求める各担当主任技術者（意匠、構造、積算、電気、機械）は、それぞれ１
名であること。 

（5） 総括責任者は、記載を求める各担当主任技術者を兼任しないこと。また、記載を求める担当主任
技術者についても、記載を求める他の分担業務分野の担当主任技術者を兼任しないこと。 

（6） 総括責任者は、平成１２年４月１日以降、日本国内において、病院（延べ床面積１８，０００㎡以上
又は２５０床以上のものに限る。）にかかる新築工事、増築工事又は改築工事の設計業務に携わっ

た実績がある者であること。 
  （7） 構造分野、電気設備分野、機械設備分野等において、提出者又は協力事務所が他の提出者の

協力事務所になっていないこと。 
 
※１「総括責任者」とは、監理技術者のことです。 
※２「担当主任技術者」とは、総括責任者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する

役割を担う者をいいます。 
 
５．選定スケジュール 

                                        開催予定日 
・第１回 審査委員会 平成２３年２月１８日（金） 
・提案者募集公告（実施要領等の交付開始） 平成２３年２月２５日（金） 
・参加表明に関する質問書提出期限 平成２３年３月 ３日（木） 
・参加表明書の提出期限 平成２３年３月１１日（金） 
・第２回 審査委員会  平成２３年３月１７日（木） 
・現地見学会（希望者）  平成２３年３月２３日（水） 
・技術提案に関する質問書提出期限  平成２３年３月２８日（月） 
・技術提案書提出期限  平成２３年４月１３日（水） 
・第３回 審査委員会（ ヒアリング ） 平成２３年４月２２日(金) 

 
６．新病院建設スケジュール 
    平成２３年５月～平成２３年１０月（ ６ヶ月）  基本設計 
    平成２４年１月～平成２４年 ５月（ ５ヶ月）  実施設計 
    平成２４年９月～平成２６年 ６月（２２ヶ月）  建設工事 

平成２６年１０月～       開院予定 
 
７．概算事業費 

床面積 １９，２５０㎡（１床当たり７０㎡×２７５床） 
    建設工事の概算事業費 ５７億７，５００万円（職員宿舎除く） 
    建設費（２，１００万円／１床当たり） 
 
８．担当部局 
    〒８１７－８５１７ 
    長崎県対馬市厳原町東里３０３番地１ 
    長崎県対馬いづはら病院 新病院建設推進部  
     （電話） 代表：０９２０－５２－１９１０ 直通：０９２０－５２－６３８８ 
     （ＦＡＸ）     ０９２０－５２－１９０１   
     （担当） 桐谷 政実 (E－mail) m.kiritani_tih@dance.ocn.ne.jp 

齋 藤  靖 (E－mail) ｙ.saitou_tih@dance.ocn.ne.jp 

 
９．参加表明書の作成及び記載上の留意点 
     別添「対馬地域新病院建設 基本設計プロポーザル参加表明書作成要領」によります。 

mailto:m.kiritani_tih@dance.ocn.ne.jp
mailto:.saitou_tih@dance.ocn.ne.jp
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１０．参加表明書に関する質問の受付及び回答 
（1） 質問書は、文書（別紙）を持参、郵送（配達証明付書留郵便）、又は電子文書にて受け付けます。

（但し、持参以外の場合は、必ず電話にて担当部局に到着又は着信を確認してください。） 
なお、文書には回答を受ける窓口担当の部署、氏名、電話、ＦＡＸ番号、電子メールアドレスを併

記するものとします。 
    ① 質問の受付先：８の担当部局と同じ 

② 質問の受付期間：平成２３年２月２５日（金） ～ 平成２３年３月３日（木） １７時まで 
              （但し、休日・祝日を除く） 
③ 質問に対する回答：平成２３年３月８日（火） １７時までに、電子メール、ＦＡＸでいたします。 

 
１１．参加表明書の提出 
  （1） 提出期限 平成２３年３月１１日（金） １７時まで（休日・祝日は除く） 
  （2） 提出場所 ８の担当部局と同じ 
  （3） 提出部数 製本１５部（写真はカラーコピーしても良い） 
                フラットファイル（Ａ４版）に左綴じ （Ａ３については二つ折の折り返し） 
（4） 提出方法 持参又は郵送（配達証明付書留郵便に限ります。提出期限必着。事務局に到達有無    

を必ず電話で確認してください。） 
（5） そ の 他 ・伝送による提出は受理しません。 

・要求された内容以外の書類、図面等は受理しません。 
・選定されなかった参加表明書等の返却又は非公開を希望する場合は、その旨を明

記してください。 
 

１２．参加表明者の審査基準 
参加表明書の評価項目、評価事項 

評 価 項 目 評     価     事     項 

１．事務所の実力 （1） 専門分野別の技術職員数、有資格技術者数 
（2） 病院建築設計業務実績 

２．技術職員（担当チーム）の経験及び能力 （1） 実務経験年数 
（2） 業務実績 

 
１３．選定者の決定（第２回審査委員会） 
  （1） 参加表明書等による技術提案書の提出者の選定にかかる審査は、審査委員会で行い、技術提

案書の提出を要請する者を選定します。 
  （2） 技術提案書の提出要請者の選定数 
     技術提案書の提出を要請する者は、概ね５者を選定します。但し、同等評価の提出者が５者を超

えて、存在する場合はこの限りではありません。 
  （3） 第２回審査委員会開催予定日  平成２３年３月１７日（木） 
 
１４．審査結果に関する事項 
  （1） 技術提案書の提出者に選定された者に対しては、その旨を書面（選定通知書）により通知するとと

もに、技術提案書の提出要請書等を送付します。 
  （2） 技術提案書の提出を要請しないことを決定した者に対しては、選定されなかった理由（非選定理

由）を書面（非選定通知書）により通知します。 
 
１５．技術提案書の作成及び記載上の留意事項 
    「対馬地域新病院建設 基本設計プロポーザル技術提案書作成要領」によります。 
     （技術提案書の提出要請者に選定された者に対して送付します。） 
 
１６．現地見学会 
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  （1） 技術提案書の作成にあたり、希望者に現地見学会を実施いたします。 
  （2） 現地見学会開催予定日  平成２３年３月２３日（水） 
 
１７．技術提案書に関する質問の受付及び回答 
  （1） 質問の受付期間    平成２３年３月２８日（月） １７時まで 
  （2） 質問の方法、受付先、受付時間、回答方法等は １０の（１）と同じ 
  （3） 質問に対する回答   平成２３年４月１日（金） １７時まで 
（4） 回答については、このプロポーザルの説明書の追加または修正とみなします。 

 
１８．技術提案書の提出 
（1） 提出期限  平成２３年４月１３日（水） １７時まで 
（2） 提出場所、部数、方法等は、１１の（２）から（４）と同じ 
（3） そ の 他  ・伝送による提出は受理しません。 

・要求された内容以外の書類、図面等は受理しません。 
              ・特定されなかった技術提案書等の返却及び非公開を希望する場合は、その旨を明

記してください。 
 
１９．技術提案に関するヒアリング（第３回審査委員会） 
  （1） 提出された技術提案書に関するヒアリング（第３回審査委員会）を次のとおり開催します。  
    ① 日  時 平成２３年４月２２日（金） 
              ※ヒアリングの開始時間については、別途通知する。 
    ② 場  所 長崎県対馬いづはら病院 ２階 大会議室 
    ③ 出席者 総括責任者又は各担当主任技術者等２名以内（実際に本業務に従事する者とする。） 
  （2） 説明方法 
           ・ヒアリング時の説明は、提出済みの資料（技術提案書）を用いること。 
           ・プロジェクター等の機器を用いた説明も認める。 
  （3） ヒアリング時間 
           ・４０分 （うち、説明時間は２０分以内とする。） 
 
２０．特定結果に関する事項 
  （1） 提出された技術提案書により、設計候補者として特定された者に対しては、その旨を特定通知書

により通知します。 
  （2） 提出された技術提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、その理由を非

特定通知書により通知します。 
                               
２１．建築設計業務委託契約にかかる見積書の徴取 
  （1） 審査委員会が特定した最適任者を、当該業務にかかる委託契約の見積書の徴取の相手方とし

て特定するものとします。 
ただし、最適任者に辞退その他の理由で見積書の徴取が不可能となった場合は、次席者を見積

書の徴取の相手方とします。 
  （2） 契約手続きは、長崎県病院企業団財務規程の定めるところによります。 
 
２２．委託業務 
  （1） 委託業務内容と交渉 

審査委員会で特定された最適任者に、対馬地域新病院建設事業にかかる基本設計業務委託契

約の第１位交渉権が与えられます。 
なお、契約の交渉が成立しない場合は、次席者と契約の交渉をいたします。 

   （2） スケジュール 
     基本設計業務の委託契約期間は、平成２３年５月から平成２３年１０月までの６ヶ月間とします。 
（3） 委託料 
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     基本設計業務の委託料等の支払い条件は、長崎県病院企業団財務規程並びに業務委託契約

書によるものとします。 
 
２３．その他 
  （1） 本手続きにおいて使用する言語は、日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法

によるものとします。 
  （2） 参加表明書及び技術提案書にかかる費用については、参加者の負担とします。 
  （3） 参加表明書及び技術提案書の提出は、１者につき１件とします。 
  （4） 無効となる参加表明書又は技術提案書 
     参加表明書又は技術提案書が、次の一つに該当する場合には無効となる場合があります。  
    ① 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 
    ② 作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 
    ③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。 
    ④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 
    ⑤ 許容された表現方法以外の表現が用いられているもの。 
    ⑥ 虚偽の内容が記載されているもの。 

⑦ 審査委員会又は関係者に対して援助を直接的、又は間接的に求めた場合。 
⑧  参加表明書及び技術提案書を提出した者で、参加表明書（技術提案書）の提出日から、契約
締結までの間において、社会的信用を失墜させる行為が判明した場合。 
⑨ その他審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合。 

  （5） 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合は、虚偽の記載をした者に対して指名停止
措置を行うことがあります。 

(6) 当該業務を受注した設計事務所（協力を受ける他の設計事務所を含む。）が、製造業及び建設
業と資本・人事において関連があると認められる場合、当該関連を有する製造業及び建設業の企

業は、本件業務にかかる工事等の入札に参加し、又は当該工事等を請負うことが出来ません。 
  （7） 参加表明書及び技術提案書の取り扱い 
    ① 提出された参加表明書及び技術提案書は、特に返却を希望する旨の記載のない場合は、原則

として返却いたしません。 
    ② 提出された参加表明書及び技術提案書は、技術提案書の提出を要請する者の選定、及び最

適任者を特定する以外は、提出者に無断で使用いたしません。 
    ③ 提出された書類は、選定・特定を行う作業に必要な範囲内又は返却する場合において複製を

作成することがあります。 
    ④ 提出された参加表明書及び技術提案書は、特定・非特定に関わらず、原則として特定後一定

の間、評価結果とともに公開することがあります。 
       非公開を求める場合は、その旨を記載してください。 

記載のない場合は公開に同意したものとみなします。 
なお、非公開を希望した場合においても、「非公開を希望した旨」は公開します。  

    ⑤ 上記において、参加表明書及び技術提案書が特定されるまでの間であれば、公開についての

意思を変更することができます。 
この場合は書面 （書式自由、Ａ４版） に、その旨を記載し、提出してください。 

  （8） 参加表明書及び技術提案書の提出後において、原則として参加表明書及び技術提案書に記載
された内容の変更は認めません。 

  （9） その他 
      技術提案書を作成するために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表、使用しては

なりません。 
 
 
 
 
 
 


